
令和７年５⽉９⽇ 
学習院⼤学 

 
令和８（2026）年度総合型選抜（AO）の実施について（国際⽂化交流学部） 

 
 令和８（2026）年度⼊学者選抜より、国際⽂化交流学部において、下記のとおり総合型
選抜（AO）を実施します。 
 なお、国際⽂化交流学部の設置計画は、現在認可申請中であり、今後、内容が変更にな
る可能性があります。予告内容に変更が⽣じた場合には、速やかに公表します。 
 また、出願に際しては、認可後（最短で８⽉末に認可された場合、９⽉予定）に本学⼊
試情報ホームページに公表する学⽣募集要項を確認してください。 
 

記 
① 募集⼈員 

学部 学科 募集⼈員 
国際⽂化交流学部 英語コミュニケーション学科 若⼲名 

 
② 出願期間 

令和 7（2025）年 10 ⽉ 17 ⽇（⾦）〜 10 ⽉ 22 ⽇（⽔） 
 
③ 出願資格 

⽇本国籍を有する者⼜は⽇本に永住する外国⼈（在留資格が「出⼊国管理及び難⺠認定
法」に定める「永住者」⼜は「⽇本国との平和条約に基づき⽇本の国籍を離脱した者等
の出⼊国管理に関する特例法」に定める「特別永住者」）で、次の１及び２に該当する者 

 
１．（１）〜（３）のうち、いずれか１つを満たす者。 

（１） 学校教育法に基づく⾼等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）若し
くは⽂部科学⼤⾂の認定する在外教育施設の⾼等部を令和６（2024）年３⽉以降
に卒業した者⼜は令和８（2026）年３⽉までに卒業⾒込みの者。 

（２） ⾼等学校卒業程度認定試験規則による⾼等学校卒業程度認定試験に令和６（2024）
年３⽉以降に合格した者⼜は令和８（2026）年３⽉ 31 ⽇までに合格⾒込みの者
で、令和８（2026）年３⽉ 31 ⽇までに 18 歳に達する者。 

（３） 学習院⼤学において、個別の⼊学資格審査により、⾼等学校を卒業した者と同等
以上の学⼒があると認めた者。 

 
 



２．指定する外部の英語資格・検定試験のいずれかの基準を満たした者。 
（出願時に取得後２年以内のもの：令和５（2023）年 10 ⽉以降取得） 
 

基準 

・TOEFL iBT® 50 点以上 
・IELTSTM  4.5 以上 
・TOEIC®（L&R） 600 点以上 

 

④ 選考  
出願資格を証明する書類、外部の英語資格・検定試験の成績証明書、志望理由書、⼩論
⽂、⼝頭試問により総合的に判定します。 

実施⽇（⼩論⽂・⼝頭試問）：令和 7（2025）年 11 ⽉ 30 ⽇（⽇） 

 
⑤ 合格発表⽇ 

令和 7（2025）年 12 ⽉ 17 ⽇（⽔） 
以上 

 


